
札幌市立二条小学校ＰＴＡ会則 

 

第一章 総 則 

 

第１条 名称及び事務所 

この会は、札幌市立二条小学校ＰＴＡと称し、事務局を同校内に置く。 

 

第２条 目的 

この会は、入退会自由の任意団体として、保護者と教職員との協力によって、家庭・学校・地域における児童の

健全な成長を支援することを目的する。 

 

第３条 方針 

１．この会は、会員の善意と総意に基づき、自主的・民主的に運営・活動する。 

２．この会は、人権を尊重し、法令を遵守して運営・活動する。 

 

第４条 活動 

この会は、第２条の目的を達成するために、次の活動をする。 

１．会員相互の交流と教養の向上を図り、教育への理解を深める活動。 

２．家庭と学校の連携によって、児童の学習と学校生活を支援する活動。 

３．教育環境の整備に努め、児童の健全な成長を支援する活動。 

４．その他、必要と認められる活動 

 

第二章 会 員 

 

第５条 会員 

この会は、本校に在籍する児童の保護者及び本校教職員をもって会員とする。 

入退会の手続きについては、別途、細則で定める。 

 

第三章 機 関 

 

第６条 この会に次の役員を置く。 

１．会長 ２．副会長 ３．書記 

４．会計 ５．監事 

 

第７条 会長は、この会を代表し会務を総括する。 

 

第８条 副会長は、会長を助け、会長に事故のある時はこれを代行する。 

 

第９条 書記は、企画・会合の連絡・議事の記録にあたる。 

 

第１０条 会計は、金銭の出納管理をする。 

 

第１１条 監事は、会計を監査し、その結果を総会に報告する。また、各種会合に出席し、意見を述べることが

できる。 

 

第１２条 役員は、総会において会員の中より選出される。役員の選出は、別に定める選考委員会の細目による。

教職員より選ぶ役員は、校長と協議して会長が委嘱する。 

 



第１３条 役員の任期は、一年とする。但し、再任は妨げない。 

 

第四章 委員 

 

第１４条 この会に次の委員を置く。 

学級委員（各学級２名） 

 

第１５条 学級委員は、学級ごとに選出する。 

 

第１６条 各学級の学級委員は、 

１．学級会の企画運営 

２．学級の代表としてＰＴＡの諸活動 

にあたる。 

 

第１７条 職員より選ぶ委員は、校長と協議して会長が委嘱する。 

 

第１８条 委員の任期は一年とする。但し、再任は妨げない。 

 

第五章 会 議 

 

第１９条 総会は、この会の最高の決議機関である。総会は全会員をもって構成し、毎年４月に定期の総会を、

また、必要に応じて臨時の総会を開くことができる。総会では、次の事項を審議する。 

１．事業計画 

２．予算・決算の審議と承認 

３．役員の選出 

４．会則の改正 

５．その他重要な事項 

 

第２０条 総会における議決は、会員の過半数の同意とする。 

 

第２１条 常任委員会は、役員・学級委員をもって構成し、総会に代わる中間決議機関である。常任委員会は、

総会で委任された範囲で、各種事項を審議し、調整を図って運営する。 

 

第２２条 役員会は役員をもって構成し、この会の最高執行機関である。役員会は、学級会・各委員会の連絡調

整、総会及び常任委員会に提出する議案の作成、この会の業務の企画運営、ならびに緊急事項の処理にあたる。 

 

第２３条 学級会は、学級内の全会員をもって構成し、当該学級ならびに学年や全校に関わる活動について、そ

れぞれ協議し、活動の母体となる。 

 

第２４条 学年委員会は、各学年の学級委員をもって構成し、学年全体にかかわる事項について協議し、活動す

る。 

 

第２５条 全校委員会は、全学級の学級委員をもって構成し、学校全体にかかわる事項について協議し、活動す

る。 

 

第六章 会 計 

 

第２６条 この会の経費は、会費及びその他の収入をもってこれに当て、会費の額は総会で決定する。 



 

第２７条 この会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月31日で終わる。 

 

第七章 顧問及び校長 

 

第２８条 この会に顧問を置くことができる。顧問は会長が委嘱する。顧問は、会長の諮問に応じ、学校長と共に

各種会合に出席し、意見を述べる。 

 

付 則 

１ 会則の改正は、常任委員会、または、役員会が発議し、総会において決定する。 

２ 臨時総会の招集は、常任委員会、または、役員会において決定する。 

３ 運営上の必要な細則は、別に常任委員会、または、役員会において決定する。 

（令和８年度 一部改訂） 

（令和６年度 一部改訂） 

 

 

――――――――――――――――――――――― 

運営細則 

 

一 入退会規定 

１ 保護者の入会 

この会に入会する保護者は、入学時、または、転入時に、入会申込書を会長宛に提出する。 

 

２ 教職員の入会 

この会に入会する教職員は、赴任時に、入会申込書を会長宛に提出する。 

 

３ 児童の卒業・転出などによる保護者の退会 

児童の卒業、または、転出などにより、在籍する児童がいなくなった時点で、この会を退会したことになる。 

 

４ 児童在籍中の保護者の退会 

児童が在籍中に、この会を退会する保護者は、退会届を会長宛に提出する。 

 

５ 退職・異動などによる教職員の退会 

退職、異動などにより、在籍しなくなった時点で、この会を退会したことになる。 

 

６ 在籍中の教職員の退会 

在籍中に、この会を退会する教職員は、退会届を会長宛に提出する。 

 

７ 入退会にかかる書式については、別途、定める。 

 

二 委員会規定 

１ 特別委員会 

特別の事項について必要ある時は、常任委員会、または、役員会の議を経て、会長が特別委員会を設けることが

できる。 

 

２ キラリ・サポーターズ 

この会の目的に寄与するための活動を担う、有志・登録制の組織「キラリ・サポーターズ」を設ける。 

 



三 役員選出規定 

１ 役員は、役員選考委員会があげた候補により選出し、総会の承認を経て決定する。 

２ 選考委員会は、２月末までに役員候補を選考しなければならない。 

３ 選考委員会は、選考にあたっては、事前に候補者の同意を得、総会前にその氏名を通知しなければならない。 

４ 選考委員会は、各学年の学級委員から１名と教職員によって構成される。 

５ 選考委員は、学級委員決定後に選出し、委員長は委員の互選とする。 

６ 役員に欠員が生じた時は、常任委員会で選考し補充する。 

 

四 慶弔規定 

１ 会員及び児童が死亡した場合、金一万円の香典と花輪を贈る。 

２ 上記のほか、児童の不慮の災害については、その都度、役員会で協議する。 

３ このほか必要と認める場合は、役員会で別に協議する。 

 

五 その他 

１ この規約の規定を運用するために必要な細則及び規程は、学校と役員に一任する。 

（令和８年度 一部改訂） 

（令和６年度 一部改訂） 

 

  



札幌市立二条小学校ＰＴＡ 運営細則 

一 入退会規定 

１ 保護者の入会 

この会に入会する保護者は、入学時、または、転入時に、入会申込書を会長宛に提出する。 

 

２ 教職員の入会 

この会に入会する教職員は、赴任時に、入会申込書を会長宛に提出する。 

 

３ 児童の卒業・転出などによる保護者の退会 

児童の卒業、または、転出などにより、在籍する児童がいなくなった時点で、この会を退会したことになる。 

 

４ 児童在籍中の保護者の退会 

児童が在籍中に、この会を退会する保護者は、退会届を会長宛に提出する。 

 

５ 退職・異動などによる教職員の退会 

退職、異動などにより、在籍しなくなった時点で、この会を退会したことになる。 

 

６ 在籍中の教職員の退会 

在籍中に、この会を退会する教職員は、退会届を会長宛に提出する。 

 

７ 入退会にかかる書式については、別途、定める。 

 

二 委員会規定 

１ 特別委員会 

特別の事項について必要ある時は、常任委員会の議を経て、会長が特別委員会を設けることができる。 

 

三 役員選出規定 

１ 役員は、役員選考委員会があげた候補により選出し、総会の承認を経て決定する。 

２ 選考委員会は、２月末までに役員候補を選考しなければならない。 

３ 選考委員会は、選考にあたっては、事前に候補者の同意を得、総会前にその氏名を通知しなければならない。 

４ 選考委員会は、各学年の学級委員から１名と教職員によって構成される。 

５ 選考委員は、学級委員決定後に選出し、委員長は委員の互選とする。 

６ 役員に欠員が生じた時は、常任委員会で選考し補充する。 

 

四 慶弔規定 

１ 会員及び児童が死亡した場合、金一万円の香典と花輪を贈る。 

２ 上記のほか、児童の不慮の災害については、その都度、役員会で協議する。 

３ このほか必要と認める場合は、役員会で別に協議する。 

 

五 その他 

１ この規約の規定を運用するために必要な細則及び規程は、学校と役員に一任する。 

（令和６年度 一部改訂） 

 

 


